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第２期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る 

「実績報告書作成要領（案）」及び「評価実施要項（改訂案）」

に関する意見募集の結果について 

 
 

１．募集期間 

平成２５年３月１１日（月）～４月１９日（金） 

（提出方法：郵送、ＦＡＸ、電子メール） 

 

２．意見総数 

５６件 

（国立大学法人：１７法人、大学共同利用機関法人：１法人、国立大学協会） 

 

３．主な意見 

（１）現況分析に関するもの【３４件】 

≪現況分析全体〔８件〕≫ 

・ 研究の現況分析において、教員組織「学系・部門」を評価単位として認めて

いただきたい。 

・ 想定する関係者の期待を示す根拠となる資料・データとして、どのようなも

のを想定しているのか。 等 

 

≪教育研究水準判定〔１６件〕≫ 

・ 「教育成果の状況」について、必ず記述することとされている学業の成果を

把握するための取組とその分析結果について、最新のデータを平成 27 年に集

める必要があるか。 

・ 卒業・修了後の状況から判断される在学中の学業の成果を把握するための取

組とその分析結果について、「必ず記述」ではなく、「記述が望ましい」にして

ほしい。 

・ 研究業績水準判定組織の専門部会の設置等に当たっては、学際的な研究業績

について、適切な評価が実施されるよう、評価実施体制を検討いただきたい。 

・ 学部・研究科等を代表する優れた研究業績の選定において、未だ「SS」と「Ｓ」

の判定基準が曖昧なので、客観的な指標を示してほしい。 
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・ 大学が「SS」「Ｓ」と判定した研究業績を研究業績水準判定組織の専門部会

が「Ｓ未満」と判定した場合には、その理由を大学に説明するのか。 等 

 

≪質の向上度の判定〔１０件〕≫ 

・ 「重要な質の変化の状況が明確に理解できるように」とは、具体的にはどの

ように記述すればよいか、例示してほしい。 

・ 「高い質を維持している」と法人が自己評価した場合は、その旨を評価者が

有効に判断できるよう、記述させるようにした方がよいのではないか。 

・ 質の向上度の判定において、重要な質の変化についての記載がなかった場合

の判定の根拠に活用する「基礎となる資料・データ等」とは、具体的に何か。 

・ 第１期末と第２期末の状況を比較できる定量的なデータがない場合、どのよ

うに比較するのか。 等 

 

（２）達成状況評価に関するもの【８件】 

≪個性の伸長に向けた取組、東日本大震災からの復旧・復興への貢献〔４件〕≫ 

・ 十分な成果が出ていなくても、先進的な取組や戦略性が高い目標・計画に係

る取組については、個性の伸長に資するよう積極的に評価していただきたい。 

・ 「法人が特に重視している中期計画」については、具体的にどのように記述

すればよいか。 

・ 「東日本大震災からの復旧・復興へ向けた取組等」について、教育研究に関

する取組等のみを記述するのか。 等 

 

≪その他〔４件〕≫ 

・ 「中期計画の段階判定」及び「小項目の段階判定」の判断理由を法人に通知

すべきでないか。 

・ 現況分析や研究業績と関連を有する中期計画の記述において、現況調査表等

と記述が重複する場合は、該当箇所を示すだけでよいか。 等 
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（３）現況分析、達成状況評価の双方に関するもの【６件】 

≪認証評価の活用に関するもの〔４件〕≫ 

・ 大学評価・学位授与機構の認証評価の大学評価基準と現況分析の観点の対応

を示してほしい。 

・ 認証評価の評価結果を根拠となる資料・データとして活用する場合において、

第１期中期目標期間における評価結果でもよいのか。 

・ 大学機関別選択評価についても根拠となる資料・データとして活用可能か。 等 

 

≪その他〔２件〕≫ 

・ 現況分析の水準判定や質の向上度が達成状況評価にどのように活用されるの

か。 

・ 達成状況評価における中期計画の段階判定結果や現況分析における観点の段

階判定結果が法人の自己判定と異なる場合は、その判断理由を示してほしい。 

 

（４）その他【８件】 

≪評価の実施手続きに関するもの〔３件〕≫ 

・ 評価の実施においては、評価作業マニュアルの充実、評価者に対する研修の

徹底等により、作業の等質性を損なうことのないようにしてほしい。 

・ 大学評価・学位授与機構と国立大学法人等の間で、評価に関する考え方等に

おいて共通の認識を有することができるよう、配慮してほしい。 等 

 

≪大学ポートレート(仮称)の活用に関するもの〔１件〕≫ 

・ 大学が示すもの以外に、大学評価・学位授与機構が大学ポートレート（仮称）

のデータを参照することがあるのか。 

 

≪その他〔４件〕≫ 

・ 今後も、簡素化に向けて努力いただきたい。 等 
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４．意見を踏まえた「実績報告書作成要領（案）」の修正（案） 

達成状況評価に関するもの【１件】 

・ 「実績報告書作成要領（案）」P20 において、「…、小項目、中項目、大項目

ごとの達成状況について、以下の区分により判定を行い、判断理由を記述しま

す。」とあるが、評価報告書には中項目以上に対する判定・判断理由を示すこ

とになっているのみであるため、整合性が取れていないのではないか。 

 

 → ご指摘を踏まえ、「実績報告書作成要領（案）」について、下記のとおり修正

します。 

 

P20 

４ 中期目標の分析・判定 

(1) 中期目標ごとの達成状況の分析・判定 

   （略）機構が作成する達成状況報告書では、（略）小項目、中項目、大

項目ごとの達成状況について、以下の区分により判定を行い、中項目、大

項目については、その判定結果及び判断理由を記述します。 

 

 また、上記の修正に伴い、表現の統一のため、関連する記述についても修正 

します。（別紙「実績報告書作成要領（案）修正箇所について」参照） 
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実績報告書作成要領（案）修正箇所について

上記の指摘を踏まえ、「実績報告書作成要領（案）」について修正した。

また、修正に伴い、表現の統一のため、関連する記述についても修正した。

法人からの指摘による修正

第２部 実績報告書の作成方法

第２章 中期目標の達成状況報告書

（Ｐ２０）

４ 中期目標の分析・判定

(1)中期目標ごとの達成状況の分析・判定

（略）機構が作成する評価報告書では、（略）小項目、中項目、大項目ごとの達成状況について、

以下の区分により判定を行い、中項目、大項目については、その判定結果及び判断理由を記述しま

す。

上記修正に関連する記述についての修正

第２部 実績報告書の作成方法

第１章 学部・研究科等の現況調査表

第１節 教育に関する現況調査表

（Ｐ４）

３ 「教育の水準」の分析・判定

(1) 観点ごとの水準判定

（略）以下の区分により、観点ごとに判定（３段階）を行い、その判定結果及び判断理由を記

別 紙

「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の第２期中期目標期間の教育研究の状況についての評価に係る

「実績報告書作成要領（案）」及び「評価実施要項（改訂案）」に対する意見対応表」P17 No.40

「評価実施要項（改訂案）」への意見

（略）

なお、「実績報告書作成要領（案）」P20 において、「…、小項目、中項目、大項目ごとの達成状況につい

て、以下の区分により判定を行い、判断理由を記述します。」とあるが、前述のとおり、評価報告書には中

項目以上に対する判定・判断理由を示すこととになっているのみであるため、整合性が取れていないので

はないか。



- 2 -

述してください。（略）

(2) 分析項目ごとの水準判定

（略）以下の区分により「教育の水準」の判定（４段階）を行い、その判定結果及び判断理由

を記述します。

（Ｐ５）

４ 「質の向上度」の分析・判定

（略）以下の区分により「質の向上度」を判定しの判定を行い、その判定結果及び判断理由を記述

し、また、注目すべき質の向上の指摘を行います。なお、重要な質の変化について「該当なし」と記

述した場合にも、「教育の水準」の水準判定に関する内容を分析し、以下の区分により「質の向上度」

を判定しますの判定を行い、その判定結果及び判断理由を記述します。

第２節 研究に関する現況調査表

（Ｐ１０）

３ 「研究の水準」の分析・判定

(1) 観点ごとの水準判定

（略）以下の区分により、観点ごとに判定（３段階）を行い、その判定結果及び判断理由を記

述してください。（略）

（Ｐ１２）

(2) 分析項目ごとの水準判定

（略）以下の区分により「研究の水準」の判定（４段階）を行い、その判定結果及び判断理由を

記述します。

（Ｐ１３）

４ 「質の向上度」の分析・判定

（略）以下の区分により「質の向上度」を判定しの判定を行い、その判定結果及び判断理由を記述

し、また、注目すべき質の向上の指摘を行います。なお、重要な質の変化について「該当なし」と記

述した場合にも、「研究の水準」の水準判定に関する内容を分析し、以下の区分により「質の向上度」

を判定しますの判定を行い、その判定結果及び判断理由を記述します。

第２章 中期目標の達成状況報告書

（Ｐ１９）

３ 中期計画の分析・判定

(1)中期計画ごとの実施状況の分析・判定

（略）

その上で、以下の区分により、中期計画ごとに判定（３段階）を行い、その判定結果及び判断理

由を記述してください。
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（Ｐ２０）

中期計画の段階判定の区分表

判定を示す記述 左記と判断する考え方

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

なお、機構が作成する評価報告書では機構が行う達成状況評価では、「実施状況が良好である」の

上位に、「実施状況が非常に優れている（取組や活動、成果の内容からみて、実施状況が非常に優れ

ていると判断される場合）」を追加した４段階での判定を行います。
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